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総 務 常 任 委 員 会 記 録 
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  平成２８年６月１３日（月）午前 ９時５８分 開会 

               午前１０時４２分 閉会 
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１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉 同局総括主査 田村信也 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第４９号 平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 

  議案第５６号 摂津市立集会所条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第５５号 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担に 

関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

  



- 2 - 

 

（午前９時５８分 開会） 

○三好義治委員長 ただいまから、総務常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 本日は、足元の悪い中、総務

常任委員会を開催していただきまして、大

変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で付託されました

案件について審査をいただくわけでござ

いますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 一旦退席いたしますが、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○三好義治委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、山崎委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに、異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

（午前１０時    再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第４９号所管分の審査を行います。 

本件については補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 野口委員。 

○野口博委員 今回、財政調整基金繰入金

を財源として補正したということなんで

すけれども、まず、この繰入金の６，７６

３万７，０００円について、こういう金額

にされた根拠についてお尋ねします。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 野口委員のご質問に答

弁申し上げます。 

 財政調整基金繰入金、今回６，７６３万

７，０００円を繰入させていただいており

ます。 

 今回、補正全般につきまして、それぞれ

３月議会との関係でありますとか、個人番

号の関係、また、文化ホールの関係等の支

出が上がっております。それに対しまして、

分担金でありますとか、国庫支出金等財源

を伴うものもございます。 

 それ以外のもので、歳入と歳出で、今回、

財源の不足分を歳入の調整としまして、財

政調整基金より６，７６３万７，０００円

の繰入を計上させていただいているとこ

ろでございます。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そうしますと、歳出の部分

で見ますと、所管は違いますけども、文化

振興費で、文化ホール緞帳設置業務委託料

とか器具費について、額として、２，６５

６万円を一般財源で組んでいますけども、

もしこれを支出しなくてもいい場合には、

この分については差し引かれるというこ

とになろうかと思いますけども、そんな理

解でよろしいのかということと、合わせて、

主要基金の残高について、聞いておきます。 

 今回の補正は財政調整基金の取り崩し

だけでありますけども、平成２８年度一般

会計当初予算時点での今年度末見込みに

ついて、１０７億９，６００万円、約１０

８億円という数字があります。 

 平成２７年度の決算見込みがそろそろ

出ますので、合わせて、この機会に、最終

的には第３回定例会で資料をいただきま

すけれども、見込みとして、平成２７年度

の主要３基金の残高について、どのぐらい

になるのか、この際お示しをいただきたい



- 3 - 

 

と思います。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 まず、１点目でございま

す。 

 歳出に対して、歳入のそれぞれの補正額

の財源内訳というのがございますので、そ

れぞれ支出に対して、国・府でありますと

か、地方債、その他分担金等、その残り分

が、一般財源での今回の財政調整基金繰入

金となりますので、支出に対しての残りの

一般財源分というふうに考えております。 

 それと、基金のほうでございます。決算

見込みの段階でございますが、平成２７年

度現在高としましては、約１４６億円程度

の残高が見込まれると考えております。 

○三好義治委員長 ほかにありませんか。

山崎委員。 

○山崎雅数委員 文化ホール緞帳設置業

務委託料の例はわかりましたけれども、ほ

かにはもうないんでしょうか。 

 それと、決算見込みで、さっき、基金残

高はおっしゃっていただきましたけれど

も、決算見込みのほうで不用額とか、こう

いったものも基金に積まれることが多い

と思うんですけれども、昨年度の決算見込

みで言うと財政調整基金での取り崩しは

どのぐらいになるのかというのと、例えば、

文化ホール緞帳設置業務委託料などの分

で不用額が出るなどした場合に、今回の補

正予算の繰入額は、今後下がる可能性があ

るのかということを、お考えとしてお聞か

せいただければと思います。 

○三好義治委員長 石原課長。 

○石原財政課長 山崎委員のご質問に答

弁申し上げます。 

 今回の補正につきましては、それぞれの

課で予算査定行いまして、歳出と、それに

当たる財源を計上しておりますので、この

補正予算につきまして、これ以上の見込め

る府費、国費、地方債等というのはござい

ませんので、今回、財政調整基金として繰

り入れさせていただいております。 

 あと、基金でございますが、財政調整基

金につきましては不用額がここ数年来、出

ておりますので、その分を財政調整基金に

組んでおります。 

 その中で、不用額が出てきた場合に、基

金に積み立てる場合と、財政調整基金の当

初予算での取り崩し分を、そのまま繰り戻

すという手法をとっておりますので、今回

は、それらの分も見込みまして、約１４６

億円の基金残高になるというふうに見込

んでおります。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時６分 休憩） 

（午前１０時７分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５６号の審査を行います。本件に

ついては、補足説明を省略し、質疑に入り

ます。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 第１集会所と第３９集

会所が廃止されるということでの条例改

正なんですけれども、今後のスケジュール

についてお聞きします。第３９集会所につ

いては、先日、千里丘公民館がリニューア

ルオープンしましたので、そこに集会所機

能が入るということで分かっているんで

すが、第１集会所の今後のデイハウスまし

たへの集会所機能移設スケジュールを教

えていただきたいと思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 
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○古賀防災管財課長 第１集会所の解体

のスケジュールございますけれども、まず、

デイハウスましたの新築工事が今年度１

０月末ごろ完了予定と聞いております。 

 その後、引っ越し作業、それから、集会

所の解体となりますので、解体につきまし

ては、１１月中旬から１２月末ごろを予定

しております。 

 次に、第３９集会所でございますけれど

も、５月に千里丘公民館の増設工事が終わ

りまして、その後に、境界明示の測量を行

うということであります。それが終わり次

第、集会所解体の実施設計を行いまして、

それから、解体を行うということでありま

すので、集会所の解体につきましては、１

１月から１２月ごろになろうかと考えて

おります。 

 解体の時期につきましては、工事の進捗

状況を見ながら関係所管課とも協議を進

めながら行ってまいりたいと考えており

ます。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 スケジュールについて

は、わかりました。 

 第１集会所の解体後、それから、第３９

集会所の解体後の跡地というのは、どのよ

うになっていくのか教えていただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 まず、第１集会所で

ございますけれども、第１集会所の跡地に

つきましては、もともとデイハウスました

の建築費用の原資に充てるということで

ありますので、売却を進めていくというこ

とで予定をしております。 

 第３９集会所につきましては、今建って

いる集会所の跡地につきましては、千里丘

公民館の再配置計画の中で、もともとあっ

た集会所のところについては、駐車場スペ

ースということで聞いております。 

 千里丘公民館全体の再配置の中で、不要

になった残地、約４００平方メートルにつ

きましては売却いたします。その売却した

原資につきましては、公民館の増築工事の

費用に充てるということで考えておりま

す。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 跡地の活用について、分

かりました。 

 それでは、今まで第１集会所、それから

第３９集会所に、それぞれ使用されていた

備品があったと思うんです。備えつけられ

ていたと思います。例えば、食器棚であっ

たり、冷蔵庫であったり、テーブルであっ

たり。今後は、そういった施設が一緒にな

って使用していくことになることについ

て、使い方ですね。今、デイハウスました

に、例えば、集会所機能が入った場合、ど

ういった備品が置かれるのか。それとも、

全くなくなっていくのか。同じく、３９集

会所も、千里丘公民館の新設されたところ

が主になるんでしょうけれども、備品の使

い方、そういったことを教えていただきた

いと思います。 

 あと、そういった使うものについての管

理の仕方がきちんと話し合われているの

か、そういったことも教えていただきたい

と思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 備品の使用につき

ましては、それぞれの施設に集会所機能が

移りますので、基本的には、それぞれの施

設所管課と地元の自治会と協議を十分行

いながら進めてきておられるということ

を聞いております。 

 それと、備品の管理につきましても同様



- 5 - 

 

に、これまでの集会所にあったものを持ち

込むのであるとか、また、新たに施設とし

て準備していくものであるとか、それらに

ついても、それぞれの施設所管課と地元と、

十分協議を進めた中で住みわけをされる

と聞いております。 

○三好義治委員長 第３９集会所に関係

する千里丘公民館の再配置については、図

面で各委員に渡してもらえますか。売却の

部分と保留地という感じもあるんで、委員

長として要請しておきます。 

 野口委員。 

○野口博委員 二つとも、年度当初の予算

で売却をしていくということで、費用が一

応試算されて計上されていました。第１集

会所が１７６平方メートルで２，６００万

円。第３９集会所が４００平方メートルで

５，６００万円という数字でありました。 

 売却ということについては、どうのこう

の言いませんけども、これから５３箇所の

集会所を含めて、全ての公共施設について、

その統合を含めて、いわゆるファシリティ

マネジメントといわれる総合管理計画が

作られていきます。別府のコミュニティセ

ンターと第１９集会所の関係だとか、福祉

施設であるデイハウスましたと第１集会

所。千里丘公民館と第３９集会所という関

係で、公共施設の中身が変わろうとしてい

ます。 

 集会所機能をきちんと、そういう中でも

使えるようにしながら運営を考えていく

というのも大事だと思っていますけども、

その点で、まず、この第３９集会所につい

て、備品等はお話がありましたが、集会所

機能で、これまで出来たこと、これから出

来なくなること、法的な問題を含めて、地

元との協議の中で、どういう議論がなされ

てきたのでしょうか。その結果でこうなり

ましたという流れを教えてください。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 第３９集会所につ

きましては、千里丘公民館を増設した所に

集会所機能を入れるということでありま

すので、まずは、所管課でございます生涯

学習課が中心となって、地元自治会と協議

を進めてこられております。 

 その中で、もちろん、我々としても集会

所の役割ですとか、地域コミュニティの場

として果たす役割としては必要な施設で

あると認識いたしておりますので、出来る

限り地元の要望、意向を伺いながら、施設

所管課が中心となって進めてきていただ

いております。 

 今までの集会所、これは廃止になります

ので、今度は新しい施設の方での運用の規

定ですとか、運用のルールの中で行うこと

になりますので、これまで出来ていたこと

が出来なくなるといったこともあろうか

と思いますけれども、十分地元と協議した

中で、ご理解いただいてきていると考えて

おります 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 そうしますと、いろいろ議

論されてきていると思いますけども、この

集会所というのは、一番身近な地域コミュ

ニティの拠点でもあり、公共施設の一番身

近な部分であります。僕らもよく利用させ

ていただきますけども、当然、飲み食いも

あるわけです。いろんなことが出来ます。

政党としての活動も、場所として提供いた

だいて使えます。宗教団体もそうでありま

すけども。 

 そういう、今おっしゃったように、第３

９集会所がなくなって、一部機能を移した

としても、出来ること、出来ないことが出

てきます。これまで使ってきた使い勝手と
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の関係で、どういう改善がなされたのかと

いう点をお聞きします。 

 例えば、茨木市では公民館は政治活動で

も使えるわけです。そういう自治体もある

んですけども、公民館に機能を移した場合

に、法的な規制上、出来ること、出来ない

ことをまとめてお話をしていただければ

と思います。 

○三好義治委員長 古賀課長。 

○古賀防災管財課長 公民館につきまし

ては、社会教育法に基づいて、公民館の事

業として、講習会ですとか、展示会ですと

か、住民の集会、その他の公共的利用に供

することということで、自治会がこれまで

集会所で出来たことも、十分補完出来てく

る部分もあるとは思います。 

以前であれば、集会所で葬儀等も行われ

てきたということもあります。葬儀につき

ましては、市営のメモリアルホールが出来

た以降、そちらに移行という形で進めてお

るところでございますし、また、民間の葬

儀会社の家族葬も出てきておりますので、

集会所の利用もかなり減ってきている状

況ではございます。 

 それを、公民館の中で出来るのかどうか

というのは、社会教育法に照らし合わせま

すと、なかなか難しいと思っております。 

 また、飲食につきましても公民館の運用

のルールの中で、出来る、出来ないという

のは、十分地元の自治会と議論されてきた

ことかと思いますので、それは、施設所管

課の定められた運用ルールの中で行って

いくものであるかと考えております。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 もう少し、平たく言ってほ

しいんですけど。 

 そうしましたら、葬儀は出来ないという

ことですね。公民館に入ったら出来ないと。 

 飲み食いについては、社会教育法の関係

でいろいろ制約はあるけれども、協議なさ

っていると。限度があるという意味で、調

整が出来るんじゃないかなという話であ

りますけれども、例えば、議会報告会とか、

の政治的利用にはふだんは使えないわけ

ですよね。今までは、第３９集会所で使え

たわけですよ。そういうことも出来なくな

りますので、これから、公共施設の再配置

の中で、全体的な問題として、そういう住

民の側から見て、これまでの使い勝手がな

くなるケースも多々出てくると思うんで

すよ。その辺をどういうふうにしていくの

かということも、これからの問題としてあ

ろうかと思いますので、改めて、地元協議

は当然でありますけれども、その辺のこと

を他市の取り組み方も参考にしていただ

いて、使い勝手を良くするという立場で物

事を進めてほしいということをお願いし

ておきます。 

○三好義治委員長 教育委員会との関連

もあるので、これも防災管財課だけではな

く、教育委員会と調整をしていくようにお

願いします。 

 山崎委員。 

○山崎雅数委員 要望だけさせてもらい

ます。 

 葬儀の話ですけれども、第１集会所も第

３９集会所のほうも、地域特性として、狭

小な住まいというか、狭いお家にお住まい

の方は、ご自宅で葬儀が出来ない。家族葬

がふえて、式まで挙げない方もいらっしゃ

るんですけども、第３９集会所とか第１集

会所、小さい集会所があれば、そこで出来

たという地域特性もあると思いますので、

そういったことも、これからしっかりと考

えてもらって、出来る機能を残してもらう

ように、お願いをしておきたいと思います。 
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○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２３分 休憩） 

（午前１０時２５分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 議案第５５号の審査を行います。本件に

ついては補足説明を省略し、質疑に入りま

す。 

 福住委員。 

○福住礼子委員 市議会議員、また市長の

選挙における選挙運動の公費負担の見直

しということになるんですけれども、前回

の見直しがいつあったのかということと、 

どういった項目で見直しがあったのかと

いうことをお聞きします。また、今回の見

直しについては、候補者一人当たり、おお

むねどのぐらいの増額になるのか、教えて

いただきたいと思います。 

○三好義治委員長 山下局次長 

○山下選挙管理委員会事務局次長 

それでは、福住委員のご質問に答弁申し

上げます。 

 まず、市長選挙、市議会議員選挙におけ

ます選挙運動の公費負担の単価改正の、前

回行われた時期ということでございます

が、本来は、国の方は、３年に１回の参議

院議員選挙のときに人件費ですとか、物価

変動を斟酌して見直すということになっ

ておりまして、本市におきましては、前回

改正いたしましたのは、平成１９年度でご

ざいます。 

 今回の単価の見直しにおきまして、候補

者一人当たりの交付金の増額につきまし

ては、大体１万５，０００円から２万円の

間の金額、約２万円という算定となってお

ります。 

 改正項目は選挙運動用自動車の借上料、

燃料費、ポスター・ビラの作成費というこ

とで、前回の変更項目も今回と同じです。 

○三好義治委員長 福住委員。 

○福住礼子委員 内容については、わかり

ました。立候補者に対する金額となります

ので、そのときの立候補者が多ければ、金

額もそれだけ増えるということになるか

と思います。 

 この見直しは、市で、いつのタイミング

でもいいということが、今、分かりました

ので、ありがとうございました。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 公費負担の改正というこ

とで、従前に比べて費用がかからないとい

う改正でありますが、こういう機会ですの

で具体的にお聞きしたいのが、全てこの項

目を活用した場合に、一人当たり２万円ぐ

らいの増額だという話がありましたけれ

ども、選挙運動用ポスターの分で、例えば、

公営のポスター掲示場が１５７箇所あり

ます。条文を見てもなかなか分かりにくい

んですけども、僕らも印刷屋に頼んで、選

挙中のポスターをつくりますけども、一人

の候補者が１５７箇所に貼るとした場合

に、この限度額は幾らになるのかというこ

とをまず教えていただきたい。 

 マニュフェストビラを４年前の市長選

挙で初めて活用出来るようになりました

けれども、条文を見たら、７円５１銭、１

枚当たり、限度１万６，０００枚というこ

とでありますけども、そういう理解でいい

のかということも合わせてお聞きしてお

きたいと思います。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会事務局次長 

 それでは、選挙公営制度交付金のうち、

選挙運動用ポスター作成のための単価算

定方法について、ご説明申し上げます。 
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 まず、今回の改正単価を元にご説明させ

ていただきます。５２５円６銭、これにポ

スター掲示場が市内１５７箇所というこ

とで、５２５円６銭かける１５７箇所、そ

れに企画費といたしまして、３１万５００

円を足します。その金額をポスター掲示場

の箇所数である１５７で割るということ

で、１枚当たりの単価は、１円未満を切り

上げまして、２，５０３円ということにな

ります。 

 この２，５０３円かける１５７箇所分と

いうことで、３９万２，９７１円、これが

上限額となります。 

 続きまして、ビラの作成費用ということ

でございますが、これにつきましては、７

円５１銭で上限が１万６，０００枚という

のも前回と変更ございません。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 わかりました。参議院議員

選挙が始まりますし、９月には市長選挙も

控えております。来年は市議会議員選挙が

あります。 

 国のほうで、投票率が減ってきてるとい

う状況の中で、どうやって投票率を向上さ

せていくかということで、共通投票所、駅

やショッピングセンター等々で投票を出

来るようになると。時間等についても、自

治体で、朝の６時半から晩の１０時までの

間で決めて構わないということにするな

ど、国の方でも多くの方々に投票に行って

いただくためにそういう手を打たれよう

としています。そういう面での、今度の参

議院議員選挙に向けての努力があれば教

えてほしいと思います。 

○三好義治委員長 山下局次長。 

○山下選挙管理委員会事務局次長 

 それでは野口委員のご質問に答弁させ

ていただきます。 

 共通投票所設置につきましては、選挙管

理委員会事務局内部でも検討はいたしま

したところですが、やはり、一番の問題と

いたしましては、二重投票防止のためのセ

キュリティ対策というところでございま

す。 

 それに加えまして、これまでの選挙の有

権者の投票動向を分析してみましたが、夜

７時以降に投票へ来られる方の人数とし

て、夜７時を回りましたら非常に伸び率が

落ちているということで、夜間の延長につ

きましては、まだ効果が未知数であるとい

うことで、この辺につきましても、今後、

各市の動向等を見据えまして研究を続け

て行く必要があると考えております。現時

点におきましては、共通投票所の設営及び

投票所の開所時間延長につきましては、ま

だ考えていないというところでございま

す。 

○三好義治委員長 野口委員。 

○野口博委員 今回の議案とは直接関係

がありませんので、引き続き検討していた

だきたいと思います。 

 合わせて委員長にお願いしておきます

けども、土曜日に摂津市選挙管理委員会の

国民投票チラシ配布に関する報道があり

ましたので、委員長のほうで報告を含めて、

そういう場を設定していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○三好義治委員長 野口委員から委員長

に要請があった国民投票チラシ配布に関

する報道ですね。その件については会期中

に改めて選挙管理委員会事務局から報告

を受けたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 新聞に載る前は、きちっ

と議長や副議長、所管の委員長に説明する



- 9 - 

 

義務があるというふうに私は思うんです。

この件は新聞で初めて知ったわけですよ。

まあ、今は委員会の議案質疑やから、この

ことに関しては後で聞きますわ。 

○三好義治委員長 暫時休憩します。 

（午前１０時３５分 休憩） 

（午前１０時３８分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

渡辺委員。 

○渡辺慎吾委員 野口委員の質疑にも関

連するんやけど、投票率を上げるというこ

とで、これは、以前からいろんな方法で、

あなた方が投票所を合併したり、削減した

り、いろいろやってはるけど、これは投票

率を上げるということが最大の目標だと

いうことを言っているはずです。 

 法改正によって、時間を変えたり、そう

いう共通投票所を開いたり出来るように

なる中で投票率が結果としてあらわれる

わけです。その辺の努力をしっかりと見る。

これは、この議案に直接関係しないので踏

み込んで言われへんのやけど、そういう点

で投票率を上げる結果を出さんと、あなた

方が何ぼ言いわけしても具合が悪いわけ

です。その辺の投票率を上げる努力をして

いただき、選挙権年齢が引き下げられて１

８歳からになってきたら、それによって、

その方々に対してどのような働きかけを

するかということをしっかりとやるよう

に要望しておきます。 

○三好義治委員長 ほかありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時４１分 再開） 

○三好義治委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好義治委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 議案第４９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 出席者による全員賛

成。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 議案第５５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 議案第５６号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好義治委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、可決すべきものと決定

しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午前１０時４２分 閉会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 
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